
 

  

 

 平成２７年 

 第２回市議会定例会 議案第５号 

   函館市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 函館市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成２７年６月１９日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

   函館市税条例等の一部を改正する条例 

 （函館市税条例の一部改正） 

第１条 函館市税条例（昭和２５年函館市条例第２１号）の一部を次の 

 ように改正する。 

  第２６条第２項に次のただし書を加える。 

   ただし，同法第６０条の２から第６０条の４までの規定の例によ 

  らないものとする。 

  第２７条の３の３第４項中「第２０３条の５第４項」を「第２０３ 

 条の５第５項」に改める。 

  附則第７条の３の２第１項中「平成３９年度」を「平成４１年度」 

 に，「平成２９年」を「平成３１年」に改める。 

  附則第８条の３に次の１項を加える。 

 ７ 法附則第１５条の８第４項に規定する条例で定める割合は，３分 

  の２とする。 

  附則第１４条の次に次の１条を加える。 

  （軽自動車税の税率の特例） 

 第14条の２ 法附則第３０条第１項第１号および第２号に規定する三 

  輪以上の軽自動車に対する第６５条の規定の適用については，当該 

  軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間 

  に初めて道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０条第 

  １項後段の規定による車両番号の指定（次項および第３項において 

  「初回車両番号指定」という。）を受けた場合において，平成２８ 



 

  

 

  年度分の軽自動車税に限り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中 

  欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

                                 

 

 

 

 

   

 ２ 法附則第３０条第２項第１号および第２号に規定する三輪以上の 

  軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次 

  項において同じ。）に対する第６５条の規定の適用については，当 

  該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの 

  間に初回車両番号指定を受けた場合において，平成２８年度分の軽 

  自動車税に限り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる 

  字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

                                 

 

 

 

 

   

 ３ 法附則第３０条第３項第１号および第２号に規定する三輪以上の 

  軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第65 

  条の規定の適用については，当該軽自動車が平成２７年４月１日か 

  ら平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合 

  において，平成２８年度分の軽自動車税に限り，次の表の左欄に掲 

  げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げ 

  る字句とする。 

                                 

 

第６５条第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第６５条第２号ア（ウ） ６，９００円 １，８００円 

 １０，８００円 ２，７００円 

 ３，８００円 １，０００円 

 ５，０００円 １，３００円 

第６５条第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円 

第６５条第２号ア（ウ） ６，９００円 ３，５００円 

 １０，８００円 ５，４００円 

 ３，８００円 １，９００円 

 ５，０００円 ２，５００円 

第６５条第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円 

第６５条第２号ア（ウ） ６，９００円 ５，２００円 

 



 

  

 

     

 

 
          

  附則第１５条を次のように改める。               

 第15条 削除 

 （函館市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 函館市税条例の一部を改正する条例（平成２６年函館市条例第 

 ３８号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１４条の次に１条を加える改正規定を次のように改める。 

   附則第１４条の２第３項中「第３０条第３項第１号」を「第３０ 

  条第５項第１号」に改め，同項を同条第４項とし，同条第２項中「 

  第３０条第２項第１号」を「第３０条第４項第１号」に改め，同項 

  を同条第３項とし，同条第１項中「第３０条第１項第１号」を「第 

  ３０条第３項第１号」に，「初めて道路運送車両法（昭和２６年法 

  律第１８５号）第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（ 

  次項および第３項において「初回車両番号指定」という。）」を「 

  初回車両番号指定」に改め，同項を同条第２項とし，同条に第１項 

  として次の１項を加える。 

    法附則第３０条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する 

   当該軽自動車が初めて道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５ 

   号）第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項から 

   第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた月 

   から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽 

   自動車税に係る第６５条の規定の適用については，当分の間，次 

   の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ 

   同表の右欄に掲げる字句とする。 

                                 

 

 

第６５条第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第６５条第２号ア（ウ） ６，９００円 ８，２００円 

 １０，８００円 １２，９００円 

 

 １０，８００円 ８，１００円 

 ３，８００円 ２，９００円 

 ５，０００円 ３，８００円 



 

  

 

     

 
       

  附則第１条第５号中「の改正規定ならびに附則第１４条の次に１条 

 を加える」を「および第１４条の２の」に改める。 

  附則第６条の表中「第１４条の２」を「第１４条の２第１項」に改 

 める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号に掲げ 

 る規定は，当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中第２６条第２項および第２７条の３の３第４項の改正規 

  定ならびに次条第２項の規定 平成２８年１月１日 

 (2) 第１条中附則第１５条の改正規定および附則第５条の規定 平成 

  ２８年４月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き，第１条の規定による改正後の函 

 館市税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関す 

 る部分は，平成２７年度以後の年度分の個人の市民税について適用し， 

 平成２６年度分までの個人の市民税については，なお従前の例による。 

２ 新条例第２６条第２項の規定は，平成２８年度以後の年度分の個人 

 の市民税について適用し，平成２７年度分までの個人の市民税につい 

 ては，なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第８条の３第７項の規定は，平成２７年４月１日以 

 後に新築される地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第 

 ２号。以下「平成２７年改正法」という。）第１条の規定による改正 

 後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条の８第４項 

 に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課す 

 べき平成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 ３，８００円 ４，５００円 

 ５，０００円 ６，０００円 



 

  

 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例附則第１４条の２の規定は，平成２８年度分の軽自動車 

 税について適用する。 

 （たばこ税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き，附則第１条第２号に掲げる規定 

 の施行の日前に課した，または課すべきであった第１条の規定による 

 改正前の函館市税条例附則第１５条に規定する喫煙用の紙巻たばこ（ 

 以下「紙巻たばこ３級品」という。）に係るたばこ税については，な 

 お従前の例による。 

２ 次の各号に掲げる期間内に，地方税法第４６５条第１項に規定する 

 売渡しまたは同条第２項に規定する売渡しもしくは消費等が行われる 

 紙巻たばこ３級品に係るたばこ税の税率は，新条例第７５条の規定に 

 かかわらず，当該各号に定める税率とする。 

 (1) 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで １，０００ 

  本につき２，９２５円 

 (2) 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで １，０００ 

  本につき３，３５５円 

 (3) 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで １，０００ 

  本につき４，０００円 

３ 平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡 

 しまたは同条第２項に規定する売渡しもしくは消費等（同法第４６９ 

 条第１項第１号および第２号に規定する売渡しを除く。以下同じ。） 

 が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業 

 者等（新条例第７２条第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下 

 同じ。）または小売販売業者がある場合において，これらの者が所得 

 税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第９号。以下「所得税 

 法等改正法」という。）附則第５２条第１項の規定により製造たばこ 

 の製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たば 

 この製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を 

 課されることとなるときは，これらの者が卸売販売業者等として当該 



 

  

 

 紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の 

 区域内に所在する貯蔵場所，これらの者が小売販売業者である場合に 

 は市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所 

 において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡し 

 たものとみなして，たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の 

 課税標準は，当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本 

 数とし，当該たばこ税の税率は，１，０００本につき４３０円とする。 

４ 前項に規定する者は，同項に規定する貯蔵場所または営業所ごとに， 

 平成２７年改正法附則第２０条第４項に規定する申告書を平成２８年 

 ５月２日までに市長に提出しなければならない。 

５ 前項の規定による申告書を提出した者は，平成２８年９月３０日ま 

 でに，その申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令 

 第２３号。以下「施行規則」という。）第３４号の２の５様式による 

 納付書によって納付しなければならない。 

６ 第３項の規定によりたばこ税を課する場合においては，同項から前 

 項までに規定するもののほか，新条例第１１条第１項および第２項， 

 第７８条第４項，第８０条の２ならびに第８１条の規定を適用する。 

 この場合において，次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄 

 に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１１条第１項第２ 

号 

 
第７８条第１項もし 

くは第２項 

 
函館市税条例等の一 

部を改正する条例（ 

平成２７年函館市条 

例第  号。以下「 

平成２７年改正条例」

という。）附則第５ 

条第４項 
  

第１１条第１項第３ 

号 

 
第３０条の１０の申 

告書（法第３２１条 

の８第２２項および 

第２３項の申告書を 

除く。），第７８条 
 

 
平成２７年改正条例 

附則第５条第５項の 

納期限 

 



 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

７ 卸売販売業者等が，販売契約の解除その他やむを得ない理由により， 

 市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡 

 した紙巻たばこ３級品のうち，第３項の規定によりたばこ税を課され 

 た，または課されるべきものの返還を受けた場合には，当該たばこ税 

 に相当する金額を，新条例第７９条の規定に準じて，同条の規定によ 

 る当該紙巻たばこ３級品につき納付された，または納付されるべきた 

 ばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて，当該卸売販 

 売業者等に係るたばこ税額から控除し，または当該卸売販売業者等に 

 還付する。この場合において，当該卸売販売業者等が新条例第７８条 

 第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告書には，当 

 該返還に係る紙巻たばこ３級品の品目ごとの本数についての明細を記 

 載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付しなければならな 

 い。 

 
 

 
第１項もしくは第２ 

項の申告書または第 

１１０条第１項の申 

告書でその提出期限 
 

 

 
第１１条第２項 

 
各納期限 
 

 
平成２７年改正条例 

附則第５条第５項の 

納期限 
 

 
 
第１項 
 

 
同条第６項の規定に 

より読み替えられた 

第１項 
  

第７８条第４項 
 
第１項または第２項 

に規定する申告書 

 
地方税法等の一部を 

改正する法律（平成 

２７年法律第２号） 

附則第２０条第４項 

の規定 
  

第８０条の２第１項 

 

 
第７８条第１項また 

は第２項 
 

 
平成２７年改正条例 

附則第５条第４項 
 

  
当該各項 

 
同項 
 

 



 

  

 

８ 平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡 

 しまたは同条第２項に規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻 

 たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売 

 販売業者がある場合において，これらの者が所得税法等改正法附則第 

 ５２条第８項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ 

 ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものと 

 みなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは，こ 

 れらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者 

 が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所，こ 

 れらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙 

 巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。） 

 を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして，たばこ税を課す 

 る。この場合におけるたばこ税の課税標準は，当該売り渡したものと 

 みなされる紙巻たばこ３級品の本数とし，当該たばこ税の税率は， 

 １，０００本につき４３０円とする。 

９ 第４項から第７項までの規定は，前項の規定によりたばこ税を課す 

 る場合について準用する。この場合において，次の表の左欄に掲げる 

 規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句 

 に読み替えるものとする。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第４項 

 
前項 

 
第８項 
 

 
 
附則第２０条第４項 

 
附則第２０条第１０ 

項において準用する 

同条第４項 
   

平成２８年５月２日 
 
平成２９年５月１日 
  

第５項 
 

 
平成２８年９月３０ 

日 
 

 
平成２９年１０月２ 

日 
  

第６項の表以外の部 

分 
 

 
第３項 
 

 
第８項 
  

から前項まで 
 
，第４項および前項 
 

 
第６項の表第１１条 
 

 
附則第５条第４項 

 
附則第５条第９項に 
 

 



 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                 

10 平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡 

 しまたは同条第２項に規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻 

 たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売 

 販売業者がある場合において，これらの者が所得税法等改正法附則第 

 ５２条第１０項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たば 

 こ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したもの 

 とみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは， 

 これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの 

 者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所， 

 これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該 

 紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限 

 る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして，たばこ税 

 を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は，当該売り渡した 

 
第１項第２号の項 
 

 
 

 
おいて準用する同条 

第４項 
  

第６項の表第１１条 

第１項第３号の項 
 

 
附則第５条第５項 

 
附則第５条第９項に 

おいて準用する同条 

第５項 
  

第６項の表第１１条 

第２項の項 
 

 
附則第５条第５項 

 
附則第５条第９項に 

おいて準用する同条 

第５項 
   

同条第６項 
 
同条第９項において 
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第６項の表第７８条 

第４項の項 
 

 
附則第２０条第４項 

 
附則第２０条第１０ 

項において準用する 

同条第４項 
  

第６項の表第８０条 

の２第１項の項 
 

 
附則第５条第４項 

 
附則第５条第９項に 

おいて準用する同条 

第４項 
  

第７項 
 

 
，第３項 
 

 
，第８項 
 



 

  

 

 ものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし，当該たばこ税の税率 

 は，１，０００本につき６４５円とする。 

11 第４項から第７項までの規定は，前項の規定によりたばこ税を課す 

 る場合について準用する。この場合において，次の表の左欄に掲げる 

 規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句 

 に読み替えるものとする。 
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前項 
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平成３０年５月１日 
  

第５項 
 

 
平成２８年９月３０ 
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平成３０年１０月１ 
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第６項の表以外の部 

分 
 

 
第３項 
 

 
第１０項 
  

から前項まで 
 
，第４項および前項 
 

 
第６項の表第１１条 

第１項第２号の項 
 

 
附則第５条第４項 
 

 
附則第５条第１１項 

において準用する同 

条第４項 
  

第６項の表第１１条 

第１項第３号の項 
 

 
附則第５条第５項 
 

 
附則第５条第１１項 

において準用する同 

条第５項 
  

第６項の表第１１条 

第２項の項 
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同条第４項 
 

 



 

  

 

   

 

 
            

12 平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡 

 しまたは同条第２項に規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻 

 たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売 

 販売業者がある場合において，これらの者が所得税法等改正法附則第 

 ５２条第１２項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たば 

 こ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したもの 

 とみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは， 

 これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの 

 者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所， 

 これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該 

 紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限 

 る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして，たばこ税 

 を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は，当該売り渡した 

 ものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし，当該たばこ税の税率 

 は，１，０００本につき１，２６２円とする。 

13 第４項から第７項までの規定は，前項の規定によりたばこ税を課す 

 る場合について準用する。この場合において，次の表の左欄に掲げる 

 規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句 

 に読み替えるものとする。 
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第５項 
 

 
平成２８年９月３０ 

日 
 

 
平成３１年９月３０ 

日 
  

第６項の表以外の部 

分 
 

 
第３項 
 

 
第１２項 
  

から前項まで 
 
，第４項および前項 
 

 
第６項の表第１１条 

第１項第２号の項 
 

 
附則第５条第４項 
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において準用する同 
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第６項の表第１１条 

第２項の項 
 

 
附則第５条第５項 
 

 
附則第５条第１３項 

において準用する同 

条第５項 
   

同条第６項 
 

 
同条第１３項におい 
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項 
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附則第２０条第４項 
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第７項 
 

 
，第３項 
 

 
，第１２項 
 

 



 

  

 

 （提案理由） 

 地方税法等の一部改正に伴い，国外転出をする場合における個人の市

民税の所得割の課税標準の算定については所得税法に規定する譲渡所得

等の特例の計算の例によらないこととし，個人の市民税の住宅借入金等

特別税額控除の適用期限を居住年が平成３１年であるものまで延長する

措置を講じ，固定資産税の特例措置に係る減額割合を定め，平成２７年

度に初めて車両番号の指定を受けた四輪の軽自動車等に関する軽自動車

税の税率の特例措置を設け，紙巻たばこ３級品に係るたばこ税の税率の

特例を廃止し，および規定を整備するため 


